
議案第３６号 

日進市税条例の一部改正について 

 日進市税条例の一部を別紙のとおり改正する。 

  令和元年５月１７日提出 

                       日進市長 萩 野 幸 三    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、地方税法等の一部を改正する法律の施行による地方税法 

の一部改正に伴い、日進市税条例の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

ふるさと納税制度の見直しに係る地方税法を引用する条項について、必要な規

定の整理を行う。 
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日進市税条例の一部を改正する条例 

                               令和   年    月    日 

                               条 例 第      号 

日進市税条例(昭和29年日進町条例第5号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(寄附金税額控除) (寄附金税額控除) 

第33条の7 所得割の納税義務者が、前年中に

法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げ

る寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金

銭を支出した場合には、同項に規定すると

ころにより控除すべき額(当該納税義務者

が前年中に同条第2項に規定する特例控除

対象寄附金を支出した場合にあっては、当

該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」とい

う。)をその者の第33条の3及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する

ものとする。この場合において、当該控除

額が当該所得割の額を超えるときは、当該

控除額は、当該所得割の額に相当する金額

とする。 

第33条の7 所得割の納税義務者が、前年中に

法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げ

る寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金

銭を支出した場合においては、法第314条の

7第1項に規定するところにより控除すべき

額(当該納税義務者が前年中に同項第1号に

掲げる寄附金を支出した場合にあっては、

当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」と

いう。)をその者の第33条の3及び前条の規

定を適用した場合の所得割の額から控除す

るものとする。この場合において、当該控

除額が当該所得割の額を超えるときは、当

該控除額は、当該所得割の額に相当する金

額とする。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項

(法附則第5条の6第2項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。)に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第2項

(法附則第5条の6第2項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。)に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。 

附 則 附 則 

(寄附金税額控除における特例控除額の特

例) 

(寄附金税額控除における特例控除額の特

例) 

第7条の4 第33条の7の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第314条

の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場

合に該当する場合又は第33条の3第2項に規

定する課税総所得金額、課税退職所得金額

及び課税山林所得金額を有しない場合であ

って、当該納税義務者の前年中の所得につ

いて、附則第16条の3第1項、附則第16条の4

第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、

第7条の4 第33条の7の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第314条

の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合

に該当する場合又は第33条の3第2項に規定

する課税総所得金額、課税退職所得金額及

び課税山林所得金額を有しない場合であっ

て、当該納税義務者の前年中の所得につい

て、附則第16条の3第1項、附則第16条の4第

1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、
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附則第19条第1項、附則第19条の2第1項又は

附則第20条第1項の規定の適用を受けると

きは、第33条の7第2項に規定する特例控除

額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5

条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。)に

定めるところにより計算した額とする。 

附則第19条第1項、附則第19条の2第1項又は

附則第20条第1項の規定の適用を受けると

きは、第33条の7第2項に規定する特例控除

額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5

条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。)に

定めるところにより計算した額とする。 

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申

告の特例等) 

(個人の市民税の寄附金控除額に係る申告

の特例等) 

第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特

例対象寄附者(次項において「申告特例対象

寄附者」という。)は、当分の間、第33条の

7第1項及び第2項の規定により控除すべき

金額の控除を受けようとする場合には、第3

5条の2第4項の規定による申告書の提出(第

35条の3の規定により当該申告書が提出さ

れたものとみなされる所得税法第2条第1項

第37号に規定する確定申告書の提出を含

む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定

する特例控除対象寄附金(以下この項及び

次条において「特例控除対象寄附金」とい

う。)を支出する際、法附則第7条第8項から

第10項までに規定するところにより、特例

控除対象寄附金を受領する都道府県の知事

又は市町村若しくは特別区の長(次項及び

第3項において「都道府県知事等」という。)

に対し、同条第8項に規定する申告特例通知

書(以下この条において「申告特例通知書」

という。)を送付することを求めることがで

きる。 

第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特

例対象寄附者(次項において「申告特例対象

寄附者」という。)は、当分の間、第33条の

7第1項及び第2項の規定によって控除すべ

き金額の控除を受けようとする場合には、

第35条の2第4項の規定による申告書の提出

(第35条の3の規定により当該申告書が提出

されたものとみなされる所得税法第2条第1

項第37号に規定する確定申告書の提出を含

む。)に代えて、法第314条の7第1項第1号に

掲げる寄附金(以下この項及び次条におい

て「地方団体に対する寄附金」という。)を

支出する際、法附則第7条第8項から第10項

までに規定するところにより、地方団体に

対する寄附金を受領する地方団体の長に対

し、同条第8項に規定する申告特例通知書

(以下この条において「申告特例通知書」と

いう。)を送付することを求めることができ

る。 

2 前項の規定による申告特例通知書の送付

の求め(以下この条において「申告特例の求

め」という。)を行った申告特例対象寄附者

は、当該申告特例の求めを行った日から賦

課期日までの間に法附則第7条第10項第1号

に掲げる事項に変更があったときは、同条

第9項に規定する申告特例対象年(次項にお

いて「申告特例対象年」という。)の翌年の

1月10日までに、当該申告特例の求めを行っ

た都道府県知事等に対し、施行規則で定め

2 前項の規定による申告特例通知書の送付

の求め(以下この条において「申告特例の求

め」という。)を行った申告特例対象寄附者

は、当該申告特例の求めを行った日から賦

課期日までの間に法附則第7条第10項第1号

に掲げる事項に変更があったときは、同条

第9項に規定する申告特例対象年(次項にお

いて「申告特例対象年」という。)の翌年の

1月10日までに、当該申告特例の求めを行っ

た地方団体の長に対し、施行規則で定める
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るところにより、当該変更があった事項そ

の他施行規則で定める事項を届け出なけれ

ばならない。 

ところにより、当該変更があった事項その

他施行規則で定める事項を届け出なければ

ならない。 

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等

は、申告特例対象年の翌年の1月31日まで

に、法附則第7条第10項の規定により申請書

に記載された当該申告特例の求めを行った

者の住所(同条第11項の規定により住所の

変更の届出があったときは、当該変更後の

住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則

で定めるところにより、申告特例通知書を

送付しなければならない。 

3 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、

申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法

附則第7条第10項の規定により申請書に記

載された当該申告特例の求めを行った者の

住所(同条第11項の規定により住所の変更

の届出があったときは、当該変更後の住所)

の所在地の市町村長に対し、施行規則で定

めるところにより、申告特例通知書を送付

しなければならない。 

4 略 4 略 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第3項の規

定による申告特例通知書の送付があった場

合(法附則第7条第13項の規定によりなかっ

たものとみなされる場合を除く。)には、法

附則第7条の2第4項に規定するところによ

り控除すべき額を、第33条の7第1項及び第2

項の規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に地方団体に対する寄附金を支出

し、かつ、当該納税義務者について前条第3

項の規定による申告特例通知書の送付があ

った場合(法附則第7条第13項の規定により

なかったものとみなされる場合を除く。)に

おいては、法附則第7条の2第4項に規定する

ところにより控除すべき額を、第33条の7第

1項及び第2項の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和元年6月1日から施行する。 

  (経過措置) 

第2条 この条例による改正後の日進市税条例(以下「新条例」という。)第33条の7並びに附則第

7条の4及び第9条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和

元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

2 新条例第33条の7第1項及び附則第9条の2の規定の適用については、令和2年度分の個人の市民

税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第33条の7第1項 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第1

項第1号に掲げる寄附金(令和元年

6月1日前に支出したものに限る。)
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附則第9条の2 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第314

条の7第1項第1号に掲げる寄附金

(令和元年6月1日前に支出したも

のに限る。) 

送付 送付又は日進市税条例の一部を改

正する条例(令和元年日進市条例

第 号)附則第2条第3項の規定に

よりなお従前の例によることとさ

れる同条例の規定による改正前の

日進市税条例附則第9条第3項の規

定による同条第1項に規定する申

告特例通知書の送付 

3  新条例附則第9条第1項から第3項までの規定は、市民税の所得割の納税義務者がこの条例の施

行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項にお

いて「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条

の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日

前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附

金については、なお従前の例による。 


